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   東京都警備業協会主催の講習、研修会等に参加される方へ 

（新型コロナウィルス感染症対策についての注意事項） 
 
時下ますますご清祥のことと拝察申し上げます。 
平素は、当協会の業務運営各般にわたりまして、ご理解とご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 
さて、みだしの件については、国内でも新型コロナウィルスの感染者数が増加

しつつあり、社会活動への影響が懸念されています。 
令和２年２月２５日、政府は、「感染拡大に備えた対策の基本方針」を決定し

ました。この基本方針では、「発熱など風邪の症状がみられる場合には、休暇を

取得すること、外出を自粛すること」や「イベントの開催は、現時点で、全国一

律の自粛要請は行わないものの感染の広がりなどを踏まえ、開催の必要性を改

めて検討すること」などを求めています。 
そこで、東京都警備業協会の教育事業、研修会などの各種事業の開催に関して

も、新型コロナウィルスの予防対策が重要でありますので、各種事業に参画され

る会員各位にありましては、参加者に対して、「風邪のような体調不良があり発

熱している場合には、各種事業への参加を自粛すること」をご指示いただきます

ようお願いいたします。 
また、参加する場合にあっても 

①  マスク着用の励行 
②  咳エチケットの励行 

  ③ うがい、手洗いの励行 
など、感染防止について特段のご配慮をお願いいたします。 
 
 なお、今後の感染拡大等の状況によっては、研修会等を中止または延期する場

合があります。その場合には、関係者にご連絡するとともに、東警協ホームペー

ジにも登載いたしますので、ご留意願います。 


